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今後の学校園における対応について 

 

保護者の皆様におかれましては、平素より本市の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、現在、大阪府に対し「緊急事態宣言」が発出されており、本市としましては、徹底した感染症防止対策を講じ

るとともに、児童の健やかな学びの保障や心身への影響の観点等を踏まえ、取り組んでおりますが、「緊急事態宣言」が

発令されてから約1か月が経ち、子どもの感染者数が徐々にではありますが減少していること等から、５月２０日（木

曜日）から次のとおり教育活動を行ってまいりたいと考えていますので、ご理解・ご協力をいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

また、「緊急事態宣言」がなお継続されている状況でありますことから、学校園以外での日常生活についても各自が感染防

御対策を取り、家庭内感染を防ぐなど今後の更なる感染拡大を少しでも予防し、子どもたちの学びの活動を止めないため

にも、引き続き保護者の皆様とお子様の感染予防について裏面の「新型コロナウイルス感染症の予防について（お願い）」

に基づき、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルスに係る対応については、今後変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。 

 

記 

 

○５月２０日（木）～５月２１日（金）における教育活動について 

 ・全児童、通常校時での登校時間（8時10分から8時25分）とします。 

 ・8時30分から学級で健康観察等をおこなった後、１限から４限まで学校で授業を行います。 

 ※予定されていた課題やこれまでの課題の整理に取り組む場合もあります。 

 ・給食は喫食します。 

 ・これまでの「臨時対応」期間と同様に１３時２５分に下校します。５限（・６限）は家庭学習です。 

※監護が難しいご家庭の「教室での居場所確保」は、すでに申し込んでいただいている内容でこの 2 日間も継続し

て実施します。 

＝この2日間に午後からの「教室での居場所確保」を申し込まれている場合、１・２年生は５限終了（14時30分）

まで、3年生から6年生は６限終了（15時25分）まで児童の居場所確保をおこない、その後、いきいき活動に接

続します。いきいき活動に参加されない場合はこの時間まで居場所を確保し、その後、下校です。 

 

〇５月24日（月）からの教育活動について 

 ・通常授業を再開します。 

 

 

（問い合わせ先） 

大阪市立姫島小学校 

06-6473-0121 

 

姫島小学校より追記（お礼、お詫びとお願い） 

 これまで4月26日からの「臨時対応」では4限のみの全員授業と給食喫

食後の下校、5月12日からの「臨時対応」延長にあたっては３・４限の全

員授業と給食喫食後の下校への変更、そして今回、１～４限の全員授業と給

食喫食後の下校を2日間おこなった後、通常授業の再開と、目まぐるしく変

わる対応にご理解とご協力をいただきほんとうにありがとうございます。こ

れまで、多大なご心配をおかけしたこと、お詫び申しあげます。 

 ひとまず通常授業を再開できることにほっとしています。しかし、感染状

況が大きく改善したとは言い切れない状況ですので、感染症対策をこれまで

同様に丁寧におこなったうえで、学びを進めていきます。変わらぬご理解と

ご協力をいただけましたら幸いです。 


